
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町有地(安平町早来大町 早来学園前) 

条件付売却（公募）  資料編 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年６月 

 

安平町 政策推進課 

  



 

町有地(安平町早来大町安平町立早来学園前)条件付売却（公募）の事務手続きについて 

 

1. 町有地売却（公募抽選）申込について  

【申込書の配布】 令和８年６月２６日（金）～ 

【申込期間】   令和８年７月１日（水）～令和８年７月３１日（金） 

     ＊詳細は要領でご確認ください。 

     ＊消印有効 

 

2. 購入予定者の選定・決定方法 

 （物件番号①～⑤） 

申込が重複した場合、抽選で決定します。 

【抽選日時】令和８年８月１０日（月）午前 10 時から 

【抽選会場】 安平町役場 総合庁舎 ２階 大会議室 

    ＊抽選会には、申込者または代理人が必ず出席してください。 

   ＊詳細は要領でご確認ください。 

 

 （物件番号⑥） 

申込者数に関わらず、提出いただく申込書類に基づき庁内選定委員会が総合的に審査・選

定し、購入予定者を決定します。 

＊詳細は要領でご確認ください。 

 

3. 売却決定通知 

 （物件番号①～⑤） 

抽選後、町から売却決定通知書をお送りします。 

 

 （物件番号⑥） 

庁内選定委員会を経て、購入予定者を決定し次第、町から売却決定通知書をお送りします。 

 

4. 売買契約書及び登記手続き 

 決定通知日の翌日から、３０日以内に売買契約を締結することとなります。 

＊ご都合の良い日（契約締結日）を事前にお申し付けの上、来庁をお願いします。 

＊受付時間は、土日祝日を除く午前８時 30 分から午後５時 15 分までです。 

  【売買契約に必要なもの】（共通） 

１ 印鑑（印鑑証明書と同一の印鑑） 

２ 印鑑証明書 ……１通 

３ 収入印紙    物件番号①～⑤ 1,000 円分  物件番号⑥ 10,000 円分 

４ 契約保証金 １００，０００円（契約時にお納めいただきます。） 

 

 

 



 

5. 土地代金の納入 

 売買契約締結後、60 日以内に売買代金残金（代金－100,000 円）を完納していただきます。 

 完納後、領収書写しと、登録免許税（収入印紙）を役場まで送付をお願いします。 

 

6. 土地の引渡し 

 登記については収入印紙等必要なものがそろいましたら代金完納後、20 日以内に所有権移転

登記を町が行います。 

 登記完了後、登記識別情報等の書類は申込住所に送付します。 

 受領書の返信をお願いします。 

 

 

  



Q＆A 

Q： 飲用水・電気・ガス等の供給施設・排水施設の整備状況について知りたいです。 

A： 上下水道・電気は整備済です。ただし下水道については住宅建設時に下水道受益者負担金がかかります。 

  ガスについてはプロパンガスとなります。電気の引き込みについては北電との協議が必要となります。 

Q： 宅地に接する道路の幅および除雪状況について教えてください。 

A： 早来市街３条線（道路幅員 18m）、早来大町公住１号線（道路幅員 13.5m）、早来公住１号線（8.5ｍ） 

のいずれかに接道しています。物件番号①～⑤は早来大町公住１号線（道路幅員 13.5m）、物件番号⑥は 

早来公住１号線（8.5ｍ）からの動線利用となります。町道部分については町の除雪出動基準に基づき行 

われます。 

Q： ハザードマップについて教えてください 

A： 浸水想定区域（洪水）最大 0.5ｍ～3.0ｍ未満の区域です。詳細については町 HP でも確認できます。 

（町 HP：https://www.town.abira.lg.jp/kurashi/bosai/hazard-map） 

Q： 申込みの無かった土地に関して、その後の用途活用の可能性について教えてください。 

A： 物件番号①～⑤は個人の住宅建設用地として、物件番号⑥は民間賃貸共同住宅建設用地として、随時募

集を行う予定です。 

Q： 現状引き渡し時の注意点について教えてください。 

A： 現状引き渡しとしますので、現地をよく確認のうえお申し込みください。 

なお見学は自由です。近隣のご迷惑にならないよう十分ご配慮ください。 

   特記）・歩道の切り下げ（縁石）は自己負担となります。 

      ・盛り土などは行いません。 

      ・現状、売却地付近にある電柱については、写真を添付しています。 

Q： 町の住宅建設等の助成制度について教えてください。 

A：（物件番号①～⑤） 

  ・ZEH＋住宅等建設奨励助成金 当該売却地に ZEH＋の住宅を建設した世帯へ６０万円を助成します。 

・住宅建設奨励等助成金（将来にわたり安平町に生活基盤を置くことを促進する助成金） 

①住宅建設奨励助成金 ② 転 入 奨 励 助 成 金 ③ 子育て助成金 

安平町で住宅を建築又は 築２年以

内の住宅を購入した 方へ 

 

10 万円分 の町ポイント 

①に該当する方で安平町に 定住を

前提に住宅を建築し、 町外から転入

した方へ 

10 万円分 の町ポイント 

②に該当する転入奨励助 成金を受

け取る世帯で、15 歳以下（中学生ま

で）のお子さんがいる世帯 

10 万円分 の町ポイント 

 ＊町ポイント：町内加盟店で使用できる「ポイントあびら」のポイントのこと 

どちらの補助金も住宅完成後、世帯主の方から申請が必要です。 

（物件番号⑥） 

子育て世代・ファミリー世代が入居できる「住まい」の充実化を図るため、民間賃貸アパートを建設す

る方（法人・個人）に対して、「安平町民間賃貸共同住宅等建設助成金」制度を設けています。当該助成

金を希望・検討されている方はお問合せ下さい。なお、物件番号⑥の購入自体が当該助成金の採択を担

保するものではないこと。また、当該助成金を活用できない場合でも、民間賃貸共同住宅を建設いただ

くことが物件番号⑥の売却条件となっておりますのでご留意ください。 

Q： ZEH に関する国の補助制度はありますか。 

A： ZEH 補助金とみらいエコ住宅 2026 事業があります。こちらの補助はハウスメーカーから申請する必要 

があります。詳細は各補助の HP をご覧いただくか、ハウスメーカーにお問い合わせください。 

※年度毎に助成内容が変更となるためご注意ください。 

（ZEH 補助金：https://zehweb.jp/  みらいエコ住宅 2026 事業：https://mirai-eco2026.mlit.go.jp/） 

https://www.town.abira.lg.jp/kurashi/bosai/hazard-map
https://zehweb.jp/
https://mirai-eco2026.mlit.go.jp/
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参考 売却地写真①

準備中



参考 売却地写真②　電柱位置

準備中


